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国　保　だ　よ　り

　国民健康保険では、国や県、町からの補助金と、加入する皆さんにお支払いいただく保険税を財源としていますが、
一人あたりの医療にかかる費用が年々増え続けています。日ごろから、体調管理に気を配り、適切な医療受診を心
がけましょう。

医療費を節約するために

かかりつけ医をもち、はしご受診、時間外受診は控えましょう

・病気やけがをしたとき、気軽に相談でき、病歴などを把握してもらうことで、より適切な医療を受けられます。
・�診療に対する心配や不信は、まずきちんとかかりつけ医に相談しましょう。自分の判断だけで受診先を変更す
ること（はしご受診）は、金銭的にも身体的にも負担が大きくなります。また、やむをえない場合以外は、時
間外受診は控えましょう。

ジェネリック医薬品やお薬手帳を上手に利用しましょう

・�ジェネリック医薬品とは、特許が切れた新薬と同じ有効成分で製造された薬です。研究開発コストが少なく、
新薬より安価で購入することができます。
・�お薬手帳を１冊にまとめ、活用しましょう。薬の飲み合わせやもらい過ぎに気をつけ、薬が余っているときは、
医師や薬剤師にチェックしてもらいましょう。
・�マイナポータルでは、マイナンバーカードを利用して薬に関する情報が閲覧できます。また、ジェネリック医
薬品に切り替えた場合の削減可能額や、お薬手帳アプリへ連携可能なＱＲコードが閲覧できます。

� 問合せ先 �住民課　☎ ３５-５３６８


